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艇種区分 
 

 
 
        ＣＹ 
 
 
 
        ＤＹ 
 
 
 
        Ｍ大 
 
 
 
        Ｍ小 
 
 
※１feet（フィート）≒30cm 
 

 
 
 

係留・保管状況の区分と調査範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

マリーナ等以外での係留・保管 

放置艇（無許可係留） 
プレジャーボート 

総保有数 
 

内陸保管 

クルーザーヨット 帆を主な推進機関とし、
船室を有している船 

ディンギーヨット 帆を主な推進機関とし、
船室が無い船 

モーターボート大 エンジンを推進機関と
し、艇の長さが 7.5ｍ
（25feet）を超える船 

モーターボート小 エンジンを推進機関と
し、艇の長さが 7.5ｍ
（25feet）以下の船 

（調査範囲）

別紙３ 

マリーナ等での係留・保管 

水際線近傍 




